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習志野市農業委員会総会議事録 

 令和８年第４回習志野市農業委員会総会は令和８年４月８日（水曜日）に習志

野市役所２階会議室で開催した。 

 

１．開催時刻  午前 ９時３０分 

 

２．委員の出欠席 １６名中１３名出席  欠席３名（網掛け） 

(委員氏名) 

１番 渡邊 喜代美    ２番 廣瀬 克久    ３番 市角 明彦  

４番 都築 博文    ５番 中䑓 明     ６番 金子 光雄 

７番 中野 政博    ８番 村山 茂男    ９番 江口 勝洋 

１０番 三代川 浩一  １１番 矢野 泰宏   １２番 関口 昌弘 

１３番 渡邊 幸枝   １４番 江口 明美 

会 長  三代川 彦博    会長職務代理者 櫻井 茂雄 

 

３．議事録署名人  

 ８番 村山 茂男       ９番 江口 勝洋 

 

４．議案案件 

  議案第１－１号  農用地利用集積等促進計画案に対する意見について 

  議案第１－２号  農用地利用集積等促進計画案に対する意見について 

  議案第  ２ 号  生産緑地のあっせんについて 

 

５．報告案件 

報告第 １ 号  農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

報告第 ２ 号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

報告第 ３ 号 農地転用事実に関する証明書について 

報告第 ４ 号 農地法第５条許可に伴う工事完了報告書について 

報告第５－１号 農地法第５条許可に伴う工事完了報告書について 

報告第５－２号 農地法第５条許可に伴う工事完了報告書について 

 

６．閉会時間  午前１０時００分 
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議 長 
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みなさん、おはようございます。 

４月となりまして、新たな年度がスタートいたしました。 

今年度も引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

開催通知に沿って進めさせていただきます。 

 

  １番、渡邊 喜代美委員、７番、中野 政博委員、１３番、 

渡邊 幸枝委員から欠席される旨のご連絡がありました。  

よって、農業委員１６名の内、１３名の出席により、 

本日の総会は成立いたしました。 

それでは、ただ今より、令和８年第４回習志野市農業委員会総会を

開催いたします。 

 

次に、議事録署名人について、 

「習志野市農業委員会会議規則」第２６条の規定により 

議長より指名させていただきます。 

８番 村山 茂男 委員、 ９番 江口 勝洋 委員、 

両名を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

本日の議案上程件数は２件、報告件数は５件でございます。 

それでは、早速審議に入ります。 

 

議案第１－１号 農用地利用集積等促進計画案に対する 

意見についてを議案とします。 

事務局は、議案第１－１号の議案説明をお願いします。 

 

はい。それでは議案第１－１号について説明をさせていただきます。 

総会資料の１ページをご覧ください。 

議案第１－１号は、農用地利用集積等促進計画案に対する意見に 

ついてであります。 

この度、農地中間管理事業の推進に関する法律 

第１９条第３項の規定に基づき、市長より 

農用地利用集積等促進計画案に対する意見聴取がありましたので、 

計画案に対する意見を求めるものです。 

１番、申請地は、鷺沼台二丁目の農地２筆であり、 
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面積は２，２７０平方メートルであります。 

２番、権利の内容は、年間賃借料を０円とした 

使用貸借権の設定であり、 

期間は、許可の公告日から５年間であります。 

３番、申請者の住所及び氏名は、資料記載のとおりです。 

  

 説明は以上です。 

 

事務局、ありがとうございました。 

ただ今の事務局の説明について、ご質問などある方は、 

いらっしゃいませんか。 

 

よろしいでしょうか。 

それでは、ご質問など無いようですので、採決に移ります。 

お諮りいたします。 

議案第１－１号農用地利用集積等促進計画案に対する 

意見について、農業委員会として、 

市長から提出された計画案に対する意見は無く、 

農地の貸借を認めることについて、賛成の方の挙手を求めます。 

 

ありがとうございます。 

全員賛成により、計画案に対する意見は無いことに決しました。 

事務局は、市に対し、意見が無い旨を回答してください。 

 

次に議案第１－２号 農用地利用集積等促進計画案に対する意見に

ついてを議案とします。 

 

事務局は、議案第１－２号の議案説明をお願いします。 

 

はい。それでは議案第１－２号について説明をさせていただきます。 

総会資料の５ページをご覧ください。 

議案第１－２号は、農用地利用集積等促進計画案に対する意見に 

ついてであります。 

この度、農地中間管理事業の推進に関する法律 
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事務局 

 

第１９条第３項の規定に基づき、市長より 

農用地利用集積等促進計画案に対する意見聴取がありましたので、 

計画案に対する意見を求めるものです。 

１番、申請地は、鷺沼台二丁目の農地４筆であり、 

面積は２，２５２平方メートルであります。 

２番、権利の内容は、年間賃借料を０円とした 

使用貸借権の設定であり、 

期間は、許可の公告日から５年間であります。 

３番、申請者の住所及び氏名は、資料記載のとおりです。 

 

説明は以上です。 

 

事務局、ありがとうございました。 

ただ今の事務局の説明について、ご質問などある方は、 

いらっしゃいませんか。 

 

よろしいでしょうか。 

それでは、ご質問など無いようですので、採決に移ります。 

お諮りいたします。 

 

議案第１－２号農用地利用集積等促進計画案に対する 

意見について、農業委員会として、 

市長から提出された計画案に対する意見は無く、 

農地の貸借を認めることについて、賛成の方の挙手を求めます。 

 

ありがとうございます。 

全員賛成により、計画案に対する意見は無いことに決しました。 

事務局は、市に対し、意見が無い旨を回答してください。 

 

次に、議案第２号、生産緑地のあっせんについてを議題とします。 

事務局は、議案第２号の議案説明をお願いします。 

 

はい。それでは、議案第２号について、 

議案の説明をさせていただきます。 
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市角委員 

総会資料の９ページをご覧ください。 

議案第２号は、生産緑地のあっせんについてであります。 

あっせんの対象となりました生産緑地は、 

この度、生産緑地法第１０条の規定に基づき、 

令和８年２月１８日付けで所有者より市長に対して 

生産緑地の買取り申し出が行われました。 

その結果、市及び他の公共団体では、 

公共施設用地等として当該生産緑地を買い取る旨の希望が 

無かったことから、生産緑地法第１３条の規定に基づき、 

農業従事者が当該生産緑地を購入するか希望を確認するため、 

市長より、農業委員会及びＪＡ千葉みらい習志野支店に 

あっせんの依頼があったものであります。 

対象となります生産緑地の所在地、面積、買取り希望額は 

資料記載のとおりでございます。 

なお、あっせんの結果につきましては、 

５月１３日までに市長に回答することとなりますので、 

５月に開催予定の令和８年第５回総会におきまして、 

あっせん結果をご報告いただきます。 

また、次のページに当該生産緑地の案内図を 

用意いたしましたので、地域の農業従事されている方に 

情報提供される際には、ご活用いただければと思います。 

 

説明は以上です。 

 

ありがとうございました。 

それでは、議案第２号 生産緑地のあっせんについて、 

ご質問等の有る方は、挙手願います。 

併せて、市角委員現地調査ありがとうございました。 

何かお気づきの点がありましたらよろしくお願いいたします。 

   

こちらの生産緑地につきましては、数年前からお一人で維持管理を
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事務局 

 

 

議 長 

 

 

されておりましたが、昨年くらいから農業を続けることが 

困難とのお話がありました。 

  皆さんご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

 市角委員ありがとうございました。 

 他にご質問やご意見の有る方は、挙手願います。 

 はい。櫻井職務代理者お願いします。 

 

私も一緒に現地調査をさせていただきました。 

非常に広大な農地でありましたが、一つ気になる点がございます。 

農地は、接道していないため、 

以前は、農地周辺の駐車場となっている土地があり、 

そこから農地へ入っておりました。 

  しかし、先日現地調査に行った際には、 

駐車場としての利用をやめる雰囲気がありました。 

農地を買取希望する方が出てきた場合には、 

事前に現地をみていただく必要があると思われます。 

 

櫻井職務代理者ありがとうございました。 

私からも現地調査を行った結果、農地への入り口がない中での 

生産緑地のあっせんとなる可能性があると感じました。 

そうした点があることを買取希望する方へ情報提供する必要が 

あると思います。 

   

  他にご質問やご意見の有る方は、挙手願います。 

はい。金子委員お願いします。 

 

  現地調査から公道に接道しておらず、 

農地への侵入口がないとの報告がありましたが、 

農地に入るための道路を確保することができるのか。 

 

  買取希望者が出た場合には、農業委員会事務局まで、 

ご一報いただき所有者の意向等を確認します。 

 

金子委員ありがとうございました。 

他にはありませんか。 

ご意見・ご質問等が無ければ、委員の皆様は、地域に持ち帰り、 
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買取申出者がいるかをご確認いただき、 

次回の５月総会で結果の報告を求めることになりますので、 

よろしくお願いいたします。 

 

次に、報告事項に移ります。 

報告第１号の農地法第４条第１項第７号の規定による 

転用届出の受理通知です。 

ご質問やご意見の有る方は、挙手願います。 

よろしいでしょうか。 

それでは、次に移ります。 

報告第２号は、農地法第５条第１項第６号の規定による 

転用届出の受理通知です。 

ご質問やご意見の有る方は、挙手願います。 

よろしいでしょうか。 

 

それでは次に移ります。 

報告第３号は、転用事実確認についての証明書についてです。 

ご質問やご意見の有る方は、挙手願います。 

よろしいでしょうか。 

 

それでは次に移ります。 

報告第４号は、工事完了報告書についてです。 

ご質問やご意見の有る方は、挙手願います。 

よろしいでしょうか。 

 

それでは次に移ります。 

報告第５号は、工事完了報告書についてです。 

ご質問やご意見の有る方は、挙手願います。 

よろしいでしょうか。 

 

質問等が無ければ、以上を持ちまして、総会を終了いたします。 

 

 


